
建築基準法令における主な関係条文 

 

1. 防火戸に関する規定 

○建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）（抄） 

（防火戸その他の防火設備）  

第百九条 法第二条第九号の二ロ及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャー

その他火炎を遮る設備とする。  

２ （略） 

 

（防火区画）  

第百十二条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに

該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類

するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条にお

いて同じ。）が千五百平方メートルを超えるものは、床面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、

泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する

床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計千五百平方メートル以内ごとに第百十五条の二の

二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第百九条に規

定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該

加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土

交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。  

一  劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類す

る用途に供する建築物の部分  

二  階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）

で第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定

防火設備で区画されたもの 

２～８ （略） 

９  主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分（住

戸の階数が二以上であるものに限る。）、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部

分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分（当該部分からのみ人が出入りすることのでき

る公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。）については、当該部分（当該部分が第

一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁（床面からの高さが一・二メートル以下

の部分を除く。）及び天井の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以

下この項において同じ。）の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたもので

あつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分）とその他の部分（直

接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。）とを準耐火構造の床

若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。  

一  避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他こ

れらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地

を不燃材料で造つたもの  

二  階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅

の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおけ
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る吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分 

10～13 （略） 

14  第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八

項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備は、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。  

一  第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定

による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものと

して、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの 

イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであるこ

と。 

ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保するこ

とができるものであること。 

ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものに

あつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。 

ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合

又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするも

のであること。 

二  第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八

項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 

次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大

臣の認定を受けたもの 

イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。 

ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの

以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものである

こと。 

15～16 （略）  
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2. 耐火構造、準耐火構造、耐火建築物、準耐火建築物等に関する規定 

○建築基準法（昭和 25年法律第 201号）（抄） 

（用語の定義）  

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一～六 （略）  

七  耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了する

までの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされ

る性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その

他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを

いう。  

七の二  準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災に

よる延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十

七条第一項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

八～九 （略） 

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 

イ その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。 

（１） 耐火構造であること。 

（２） 次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲げる性能に限る。）に関し

て政令で定める技術的基準に適合するものであること。 

（ｉ） 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災に

よる火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 

（ｉｉ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで

耐えること。 

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その

構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能を

いう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を

用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。 

 九の三  準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部

で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。  

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの 

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものと

して主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの 

十～三十五 （略） 

 

（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物）  

第二十七条  次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地

階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの（三階の一部を

別表第一(い)欄に掲げる用途（下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。）に供するもの及び第二

号又は第三号に該当するものを除く。）のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、

第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物（主要構造部の準耐火性能その他の事項につい

て、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。）とす

ることができる。  

一  別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの  

二  別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分（同表(一)項の場合に
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あつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。）の床面積の合計が同表

(は)欄の当該各項に該当するもの  

三  劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの  

２  次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物（別表第一(い)欄(六)項

に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令

で定めるものを除く。）としなければならない。  

一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分（同表(二)項及び(四)

項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収

容施設がある場合に限る。）の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの  

二  別表第二(と)項第四号に規定する危険物（安全上及び防火上支障がないものとして政令で定

めるものを除く。以下この号において同じ。）の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの（貯蔵又

は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。） 

 

（別表第一（抜粋）） 

  （い） （ろ） （は） （に） 

（二） 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。）ホテル、旅館、下

宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 

三階以

上の階 

 三百平方メ

ートル以上 

 

（防火地域内の建築物）  

第六十一条  防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える

建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなら

ない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。  

一  延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造

のもの  

二  卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これ

らに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの  

三  高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの  

四  高さ二メートル以下の門又は塀  

  

（準防火地域内の建築物）  

第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百

平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五

百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三で

ある建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の

防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物

としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。  

２  準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火

構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一

階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はお

おわなければならない。 
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